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◉電話番号
　♯8000
（プッシュ回線の固定電話、
携帯電話から）

　☎ 022 (212) 9390
（プッシュ回線以外の固定電
話、PHSから）

◉相談時間
　毎日午後７時～翌朝午前８時

休日・夜間診療案内は下記の
番号です（24時間対応）
　☎ 0229 (24) 2267
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縦
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踊
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６
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  ◉診療時間　9:00～17:00
  （受付16:30まで）
  【問い合わせ】登米市民病院
  ☎0220（22）5511
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　市では、平成18年度から27年度まで、第１次、第２
次登米市行財政改革に取り組んできました。10 年
間のさまざまな取り組みにより、平均して１年当た
り８億４千万円の効果額を計上しましたが、社会保
障費の伸びなど市全体の歳出規模が拡大したこと
に伴い、大きく財政状況を改善するまでには至って
いません。

　市では、よりよいまちづくりを目指し、時代
の変化や課題へ的確に対応した行政運営に取
り組んでいます。
　今後は、人口減少や少子高齢化によって生
産年齢人口が減少し、税収の伸びが見込めな
いことや、国から交付される普通交付税が、合

併算定替終了により大幅に減額となり、市の
収入が大きく減少することが見込まれます。
　このような状況の中、本市が将来にわたり
持続的に発展するよう、自主財源を確保しな
がら、最小の経費で最大の市民サービスを実
現する「行財政改革」に取り組んでいます。

 第３次登米市行財政改革～協働による持続可能な行財政運営の構築～ ※平成28年度～令和２年度

▶企画部財政課（財政一係）
☎0220（22）2159
▶企画部企画政策課（行政改
革推進係）
☎0220（22）2147

 これまでの行財政改革の主な取り組みと効果

■
　多様な市民ニーズに対応するため、行政だけでなく、市民や
市民活動団体、コミュニティ組織などが協力し、よりよいまち
づくりを目指す「協働のまちづくり」を推進しています。
■
　普通交付税の合併算定替終了や人口減少による交付額の減
額など、財源が縮小する中で、多様な行政ニーズへ的確に対応
し、市民の信頼に応えていくため、経費全般を見直しています。
■
　施策や事務事業を見直しながら、職員の意識改革や能力向上
に取り組み、市民満足度を高める行政サービスを効率的に提供
していく行政運営に取り組んでいます。

・市税などの収納率の向上
・遊休財産の売却
・負担金などの適正化
・ふるさと応援寄附の促進など

・公共施設の適正な配置と管理
・職員人件費の削減
・公共工事のコスト縮減
・新電力導入の推進など
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